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棚倉町役場
地域創生課　☎33-2112

下水道に異物を流さないでください
　トイレや台所、お風呂場などから水に溶けな
いものを流すと、マンホール内が詰まり、道路
に汚水があふれてしまうおそれがあります。
　下水道に異物を流さないようお願いします。

流してはいけないもの
紙おむつ、生理用品、ゴム製品、たばこの吸
い殻、野菜のくず、卵の殻、食用油など

　なお、食品工場、飲食店など
を営む方は、除害施設の設置が
必要となる場合がありますので、
ご相談ください。
■お問い合わせ　
　上下水道課　下水道係
　☎33－2119

食品、農作物等の放射性物質
簡易分析検査を実施しています
　町では、放射性物質簡易分析検査を実施してい
ます。検査を希望される方はお気軽にお申し込み
ください。
受 付 日　月曜日から金曜日
　　　　　（祝日および年末年始を除く）
受付時間　午前８時30分～午後５時15分
受付場所　町役場１階　住民課　消防環境係
検査料金　無料
対 象 者　棚倉町に住所を有する方
持 参 物　検査を受けようとする食品、農作物等

は、可食部で出荷用１キログラム、自
家消費用で500グラムが必要です。

「わたしと年金」エッセイの募集
　日本年金機構では、公的年金との関わりを描い
たエッセイ「わたしと年金」を募集しております。
　公的年金の大切さ、応募者ご自身や身近な方と
公的年金との関わり、公的年金についてのあなた
の考え方など、なんでも結構です。
　この機会に公的年金の大切さや意義を考えてみ
ませんか。ふるってご応募ください。
応募締切　9月13日㈮　当日消印有効
応募資格　中学生以上の方
募集作品　日本語で1,000 ～ 2,000文字以内
　　　　　（400字詰め原稿用紙３枚～５枚程度）

　詳しくは日本年金機構
ホームページをご覧くだ
さい。

　わたしと年金エッセイ　　　　　　検索

敬老会のお知らせ
日　時　９月14日㈯　午前９時開会（開場は午前８時）
会　場　町文化センター
その他　敬老祝金または記念品は期日を設けて、

事前に贈呈します。該当の方にはご案内
します。

　　　　なお、敬老会当日に会
場での贈呈はしません
のでご注意ください。

■お問い合わせ
　健康福祉課　高齢者係
　（保健福祉センター内）☎33－7801

農地パトロールを行います
　棚倉町農業委員会では、年に１回農地の利用
状況を調査します。今年度は８月末から９月末
までの期間で実施予定です。
　期間中は、農地利用最適
化推進委員、農業委員が農
地をパトロールします。

■お問い合わせ
　棚倉町農業委員会事務局　☎33－7883
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イノシシ捕獲用ワナの設置について
　イノシシによる農林業への被害対策のため、
ワナを使用した捕獲を実施しています。
　立て札等の設置をしていますが、危険ですので
ワナには近づかないようご協力をお願いします。
　なお、設置されたワナを持ち去るなどします
と法律で罰せられますのでご注意ください。
　地域の皆さまのご理解、ご協力の程よろしく
お願いします。
■お問い合わせ
　棚倉町鳥獣被害対策実施隊事務局
　（産業振興課内）☎33－2113

倉美館情報

映画「モリのいる場所」
追加上映を行います
日　時　９月28日㈯
　　　　１回目　午前10時00分～：残席わずか
　　　　２回目　午後１時30分～：完売
　　　　３回目　午後５時00分～：追加上映
場　所　文化センター　プラネタリウム室
前売券　1,000円（税込）　※各回92席まで
■お問い合わせ
　棚倉町文化センター　☎33－9610

町のPRにご活用ください！
　町内の観光地などの写真を使った、観光名刺
のデザインを作成しました。
　どなたでもご利用いただけますので、名刺で
棚倉町の魅力を伝えてみませんか。
　名刺のデザインは下記ＱＲコードまたはホー
ムページからご覧ください。

■お問い合わせ
　棚倉町観光協会　☎33－7886

警察署からのお知らせ
棚倉町の交通事故発生状況（７月31日現在）
発生件数 死者数 傷者数 物件事故
10件 ０人 12人 181件

　朝７時から８時の時間帯に交通事故が多発して
います。交通量が多い時間帯ですので、安全確認
をしっかりして、交通事故に遭わないようにしま
しょう。
■お問い合わせ
　棚倉警察署　地域交通課　☎33－0110

配食サービスについて
　調理が困難な方に対して、栄養のバランスが
とれた昼食（お弁当）をお届けし、あわせて安
否の確認を行います。
対 象 者　おおむね65歳以上の一人暮らしの高

齢者、高齢者のみの世帯および、身
体障がい者等で心身の障がいの理由
により調理が困難な方

利 用 料　一食あたり400円
利 用 日　月曜日～土曜日の希望する日
　　　　　（祝日、お盆、年末年始を除く）

軽度生活援助事業について
　在宅で生活する高齢者等に対して、援助員
（ヘルパ―等）を派遣し、日常生活をお手伝い
します。
対 象 者　日常生活の援助が必要な、おおむね

65歳以上の一人暮らしの高齢者、高
齢者のみの世帯、障がい者のみの世帯

内　　容　食事・食材の買い出し、お部屋の整
理整頓、自宅の除草等の軽作業をお
手伝いします。

利用時間　１カ月当たり４時間が上限
利 用 料　サービスに要した費用の３割
■お問い合わせ　
　健康福祉課　高齢者係
　（保健福祉センター内）☎33－7801

９月の心配ごと相談
民生委員 弁護士（要予約）

開催日 ９日㈪ 19日㈭

時　間 午前９時～正午 午前10時30分～午後３時

場　所 保健福祉センター　相談室

■お問い合わせ
　棚倉町社会福祉協議会　☎33－2623

ぜひご利用
� ください！


